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　令和5年度神奈川県一般会計の補正予算（第7号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180億8,683万8千円を追加し、歳入歳出

  予算の総額を歳入歳出それぞれ2兆2,072億3,070万4千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正)

第2条  繰越明許費の追加は、「第2表  繰越明許費追加」による。

2　繰越明許費の変更は、「第3表  繰越明許費変更」による。

（地方債の補正）

第3条  地方債の変更は、「第4表  地方債変更」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

定県第170号議案

令和5年度神奈川県一般会計補正予算（第7号）

令和6年2月13日 提出
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 地 方 交 付 税 152,583,455 529,150 153,112,605

1 地 方 交 付 税 152,583,455 529,150 153,112,605

6 分担金及び負担金 324,229 47,896 372,125

1 分 担 金 23,598 21,074 44,672

2 負 担 金 300,631 26,822 327,453

8 国 庫 支 出 金 196,474,163 13,199,613 209,673,776

2 国 庫 補 助 金 127,415,729 13,191,783 140,607,512

3 委 託 金 2,424,466 7,830 2,432,296

13 諸 収 入 33,983,273 381,179 34,364,452

6 負 担 交 付 収 入 6,126,820 380,994 6,507,814

9 立 替 収 入 944,387 185 944,572

14 県 債 132,466,000 3,929,000 136,395,000

1 県 債 132,466,000 3,929,000 136,395,000

歳 入 合 計 2,189,143,866 18,086,838 2,207,230,704
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 489,959,392 4,183 489,963,575

6 総 務 管 理 費 123,866,989 4,183 123,871,172

4 民 生 費 362,832,961 3,285,767 366,118,728

1 社 会 福 祉 費 16,212,386 9,591 16,221,977

2 障 害 福 祉 費 82,199,347 1,332,648 83,531,995

3 老 人 福 祉 費 145,679,656 1,917,379 147,597,035

4 生 活 保 護 費 11,250,114 21,124 11,271,238

5 児 童 福 祉 費 107,491,458 5,025 107,496,483

5 衛 生 費 268,797,325 293,570 269,090,895

4 医 薬 費 184,309,891 293,570 184,603,461

7 農 林 水 産 業 費 16,194,838 1,267,858 17,462,696

1 農 業 費 1,573,182 355,927 1,929,109

3 農 地 費 2,092,092 265,603 2,357,695

4 林 業 費 8,871,173 218,328 9,089,501

5 水 産 業 費 2,639,345 428,000 3,067,345

9 土 木 費 104,542,488 7,397,752 111,940,240

1 土 木 管 理 費 11,260,607 77,393 11,338,000

2 道 路 橋 り ょ う 費 37,704,552 2,012,909 39,717,461

3 河 川 海 岸 費 28,512,314 2,379,254 30,891,568

4 砂 防 費 7,936,644 2,865,196 10,801,840

7 都 市 計 画 費 6,896,110 63,000 6,959,110

11 教 育 費 386,361,469 5,837,708 392,199,177

1 教 育 総 務 費 26,391,861 5,432,809 31,824,670
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 高 等 学 校 費 120,271,135 300,000 120,571,135

8 私 学 振 興 費 65,055,567 104,899 65,160,466

歳 出 合 計 2,189,143,866 18,086,838 2,207,230,704
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事 業 名 金 額

千円

2 総務費 4,183

6 総務管理費 4,183

人事給与システム運営費 4,183

4 民生費 3,285,767

1 社会福祉費 9,591

共生社会推進事業費 9,591

2 障害福祉費 1,332,648

障害福祉施設先進技術活用促進事業費 27,910

民間障害福祉施設整備費補助 18,207

障害児支援事業費補助 32,625

障害福祉施設職員等処遇改善事業費補
助

1,253,906

3 老人福祉費 1,917,379

介護職員等処遇改善事業費補助 1,917,379

4 生活保護費 21,124

生活困窮者自立支援事業費 21,124

5 児童福祉費 5,025

民間児童養護施設整備費補助 2,025

保育対策支援事業費補助 3,000

5 衛生費 293,570

4 医薬費 293,570

看護補助者処遇改善事業費補助 293,570

7 農林水産業費 483,306

　第 2 表　繰越明許費追加

款 項
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事 業 名 金 額

千円

1 農業費 355,927

卸売市場整備推進費 83,427

産地活性化事業費 272,500

3 農地費 13,000

農地保全事業費 13,000

4 林業費 114,379

県産木材活用総合対策事業費 110,879

林業担い手対策事業費 3,500

9 土木費 77,393

1 土木管理費 77,393

地籍調査費 77,393

11 教育費 464,194

1 教育総務費 59,295

児童生徒指導推進費 7,830

スクールカウンセラー等配置事業費 9,064

ＧＩＧＡスクール構想推進事業費 42,401

4 高等学校費 300,000

高等学校ＤＸ加速化推進事業費 300,000

8 私学振興費 104,899

私立幼稚園施設整備費等補助 101,455

高等学校ＤＸ加速化推進事業費 3,444

合計 4,608,413

款 項
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補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

7
農林水産
業費

3 農地費 県営かんがい排水事業費 86,301 149,671

7
農林水産
業費

3 農地費 農村振興整備事業費 49,565 94,373

7
農林水産
業費

3 農地費 農道整備事業費 758,000 771,300

7
農林水産
業費

3 農地費 農業用施設防災対策事業費 105,250 137,025

7
農林水産
業費

3 農地費 湛水防除事業費 52,000 151,350

7
農林水産
業費

4 林業費 治山事業費 477,702 581,651

7
農林水産
業費

5 水産業費 漁場整備事業費 373,450 801,450

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路補修費 343,177 351,657

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路災害防除事業費 1,637,978 1,929,760

9 土木費 2 道路橋りょう費 電線地中化促進事業費 616,523 1,174,523

9 土木費 2 道路橋りょう費 交通安全施設等整備費 2,661,252 3,096,804

9 土木費 2 道路橋りょう費 橋りょう補修費 2,549,035 2,905,785

9 土木費 2 道路橋りょう費 道路改良費 2,511,303 2,531,303

9 土木費 2 道路橋りょう費 街路整備費 2,752,812 2,783,812

9 土木費 3 河川海岸費 河川環境整備事業費 27,149 109,594

9 土木費 3 河川海岸費 水防情報基盤緊急整備事業費 729,803 1,081,803

9 土木費 3 河川海岸費 河川改修事業費 10,754,498 11,708,498

9 土木費 3 河川海岸費 都市基盤河川改修費 287,342 746,342

9 土木費 3 河川海岸費 海岸高潮対策費 334,122 464,122

9 土木費 4 砂防費 通常砂防事業費 1,520,501 2,653,197

9 土木費 4 砂防費 地すべり対策事業費 112,120 164,120

9 土木費 4 砂防費 急傾斜地崩壊対策事業費 2,638,341 4,318,841

　第 3 表　繰越明許費変更

款 項 事 業 名
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補 正 前 補 正 後

金 額 金 額
千円 千円

9 土木費 7 都市計画費 組合等区画整理事業費補助 247,400 298,400

9 土木費 7 都市計画費 都市公園整備費 284,952 296,952

款 項 事 業 名
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限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

 (農林水産業債) 千円 千円

一般公共事業費 2,132,000 2,247,000

 (土木債)
一般公共事業費

9

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和5年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､

　知事が定
　める。

借入時期
　令和5年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

補 正 後

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

32,487,000

　第 4 表　地方債変更

起債の目的

28,673,000

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

補 正 前



限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

10

合計 132,466,000 136,395,000

起債の目的
補 正 前 補 正 後

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

　起債にか
　えること
　ができる｡

　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡



（総  則）

第1条　令和5年度神奈川県流域下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めると

　ころによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条　令和5年度神奈川県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文

　括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17億4,692万8千円」を「資

　本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17億4,746万1千円」に、「繰越工事資金

　60万7千円」を「繰越工事資金114万円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

　とおり補正する。

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

（企業債の補正）

第3条　予算第6条中限度額を次のとおり補正する。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

7,503,577千円

5,332,446千円

限 度 額

834,133千円 3,373,128千円国庫補助金

資本的支出

建設改良費 1,251,200千円 6,583,646千円

定県第171号議案

令和5年度神奈川県流域下水道事業会計補正予算（第2号）

第1項

収　　　　入

第1款

1,241,000千円

5,756,649千円

1,033,000千円

資本的収入

208,000千円

第2項

第3項

1,170,459千円

2,538,995千円

負担金

11

支　　　　出

第1款 1,251,200千円 8,754,777千円

第1項

7,007,316千円1,250,667千円

208,534千円 1,378,993千円

企業債

令和6年2月13日 提出

補 正 前 補 正 後

建設改良費 1,033,000 1,241,000

起債の目的

千円 千円





（科目）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

13

（前回までの累計額）  （補正予定額） （計）

39,437千円

39,437千円

39,437千円

121,882千円

支　　　　出

第1款 資本的支出 82,445千円 121,882千円

第1項
三保ダム施設改
良費

39,437千円

収　　　　入

第1款 資本的収入 82,445千円 121,882千円

82,445千円 121,882千円

第1項
三保ダム施設改
良受託収入

82,445千円

令和6年2月13日 提出

定県第172号議案

第1条  令和5年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計の補正予算（第2号）は、次に定

（総  則）

令和5年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計補正予算（第2号）

　　　　

  めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第2条  令和5年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算第4条に定めた資本的収入及

  び支出の予定額を次のとおり補正する。




